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はじめに 

 平均在院日数の短縮や患者の重症化、医療・看護内容の高度化などによって、看護現場はか

つてなく過酷な労働実態となっています。人を育てる余裕もない中で、新人看護職員の 9.3％

が入職後 1年以内に離職するなど、離職の増加と看護職員不足がますます深刻化しています。

医療事故が後を絶たず、安全でゆきとどいた看護の実現が、患者・国民と看護職員に共通する

切実な願いとなっています。 

 こうした下で、厚生労働省も「看護基礎教育の充実に関する検討会」をスタートさせるとと

もに、今秋には卒後研修制度の具体化に向けた新たな検討の場を設置する予定です。 

 安全でゆきとどいた看護の実現が切実に求められており、看護のレベルアップと、そのため

の看護教育の向上、養成力の拡充が必要です。看護の現場で働く者の立場から、看護教育をめ

ぐる基本的な考え方と要求を再整理し、その実現を求めていくものです。なお、厚生労働省の

検討会での論議状況を見ながら、さらに具体的な意見等を出していく予定です。 

 

１、看護現場と看護教育をめぐる現状 

（１） 看護現場のかつてないほど過酷な状況と深刻化する看護職員不足 

 看護職員の労働実態はかつてないほど過酷なものになっています。医療・看護内容もますま

す高度化しており、医療事故防止・医療安全の課題とも相まって、看護職員に求められるもの

が質量ともに増大しています。 

 日本医労連が昨秋実施した「看護職員の労働実態調査」の結果では、「最近、看護業務量が増

えた」という回答が 62.7％に達し、時間外労働の増大や年次有給休暇の取得日数の減少など、

労働条件の悪化が顕著に示されました。「十分な看護が提供できている」という回答は 8.1％に

止まり、「この 3 年間にミスやニアミスを起こしたことがある」という回答が 86.1％に達する

など、超過密労働の下で、患者のいのちと安全も脅かされています。そして、「仕事をやめたい

と思う」という回答が 73.1％にも達しています。その理由（複数回答）は「仕事が忙しすぎる

から」37.0％、「仕事の達成感がないから」22.0％、「本来の看護ができないから」17.4％など

となっています。仕事に追い回され疲れはて、ゆきとどいた看護もできないジレンマの中で、

燃え尽き（バーンアウト）が進行しています。 

 看護職員の離職が問題となっており、看護職員不足が再び社会問題化しています。へき地や

中小病院だけでなく大学病院などでも、4 月から欠員でスタートという深刻な事態が各地で起
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きています。特に、夜勤・交替制勤務に従事する看護職員は枯渇している状況です。さらに、

2006 年度診療報酬改定における 7対 1入院基本料の新設で、看護基準引き上げの動きが急速に

ひろがっています。四病協（四病院団体協議会）の調査によると、2 割の病院が看護基準を引

き上げて 4 月の届け出をおこなっています。従来の 2.5 対 1 の病院の動きが最も急で、2 対 1

（10対 1入院基本料）への引き上げは 3割にも達しています。 

 

（２） 深刻な新入看護職員の早期離職問題 

 日本看護協会の「2005 年病院看護職員需給状況調査（速報）」によると、新人看護職員の離

職率は 9.3％に達しています。夢をいだいて入職した新人看護職員の 10人に 1人、養成所約 100

校分にも相当する新人が、就職後 1年以内に職場を去っている深刻な状況です。 

 その要因としてはまず、現場で求められる看護のレベルが年々高まる中で、精神的にも肉体

的にも新人看護職員に大きな負担がかかっていることが指摘されます。基礎教育の不十分さか

ら、新人看護職員は十分な臨床実践能力を身につけることができないまま、高速回転・超過密

労働の現場に送り出されています。医療事故の不安も相まって、多くの新人看護職員が大きな

不安を抱えながら、看護の第一線に立たされています。「看護職員の労働実態調査」の結果によ

ると、24歳以下の若い層では、「十分な看護が提供できている」は 5.1％（全体 8.1％）、「この

3年間にミスやニアミスを起こしたことがある」は 92.6％（全体 86.1％）となっており、60.1％

（複数回答、全体 38.4％）が医療事故の原因として「看護の知識や技術の未熟さ」を指摘して

います。日本看護協会の｢2004 年新卒看護職員の早期離職等実態調査｣では、｢新卒看護職員の

職場定着を困難にしている要因｣（複数回答）について、病院の 76.2％、学校の 80.3％が｢基礎

教育終了時点の能力と看護現場で求める能力とのギャップ｣をあげています。 

 ふたつ目には、新人看護職員に対する入職後の研修・教育が不十分なことが指摘されます。

厚生労働省の「看護職員就労状況実態調査」によると、新人対象の院内研修の実施は 79.6％に

止まっています。また、少ない人員と超過密労働の下で、新人教育の時間が保障されておらず、

プリセプターなどによる指導の多くも勤務時間外になっています。「看護職員の労働実態調査」

でも、新人教育で最も問題だと思うことで、「通常業務に精一杯で、教育の時間が保障されてい

ない」が 38.1％でトップになっています。東京医療関連協の「新人さんが働き続けられるため

に、必要なこと教えてアンケート」によると、「入職後の教育・指導が十分だった」という新人

看護職員は 45.3％に止まり、さらに新人教育を担当した看護職員では「十分な指導ができなか

ったと思う」という回答が 77.3％にも達しています。できなかった理由（複数回答）は、「自

分も業務をしながらなので指導どころではなかった」57.7％、「忙しくて振り返りの時間が持て

なかった」47.4％などとなっています。 

 新人だけでなく、再就業者の離職も深刻な実態です。厚生労働省作成の資料（日本看護協会

の調査結果等から）によると、新規採用者存続率（当該年度の新規採用者が年度末まで残って

いた率）は、1999 年の 87.1％から 2002 年には 84.1％に下がっており、6人に 1人が入職した

当該年度内に退職している状況です。再就業者にとっては、職場を離れていたブランクに加え、

看護内容の高度化や過密労働の進行が大きな壁となっています。また、年度途中の採用などの
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場合には、新人以上に研修制度も不十分で、一方ではより即戦力としての働きを求められる中

で、いっそう矛盾が大きくなっています。 

 

（３） 臨地実習の不足など、看護基礎教育の問題点 

 現場が求める実践能力のレベルが上がっている一方で、看護基礎教育の教育時間数が過去に

比べ減少していることが大きな問題と指摘されています。看護師 3年課程の教育時間は、1989

年改正でそれまでの 3,375 時間から 3,000 時間に減り、さらに 1996 年改正で 2,895 時間（計

14.2％減）となりました。特に臨地実習は 1989 年改正で、それまでの 1,770 時間から 1,035

時間（41.5％減）へと 4割も減った上に、1996 年改正で 7領域に増えるなど、学ぶ内容は逆に

拡大しています。そうした下で、看護学生が必要な看護実践能力を十分に身につけることがで

きないまま、看護の現場に送り出されているのです。「看護基礎教育の改善に関する研究」（厚

生労働科学特別研究事業。主任研究員・小山眞理子神奈川県立保健福祉大学教授）でも、専門

科目の時間数の不足や実習場所の確保の困難さ、教員・実習指導者の不足が示されています。 

 臨地実習など基礎教育の内容自体にも、いろんな声が出されています。一部には理論偏重の

傾向もみられますが、臨地実習の場での基本的な看護実践能力の習得が十分になされていない

状況も生まれています。また、看護現場が超過密労働となっているため、看護学生への指導に

必要な体制と時間を割くことがいっそう難しくなっています。医療安全や患者の権利尊重の必

要性から、患者への侵襲制の高い技術の実習が、免許取得前の看護学生にはいっそう制限され

るようになっているという側面もあります。さらに、大学化の進行によって臨床経験の少ない

教員が増えていることも問題です。 

 4 年制看護大学においても、その多くが統合カリキュラムによる保健師・助産師免許との同

時取得のためのカリキュラムとなっているため、臨地実習時間など看護師 3年課程に対応する

教育時間が拡充されているわけではありません。看護師課程との掛け持ちとなるため、保健師・

助産師単独の養成所と比べて、保健師・助産師課程の教育時間数は少なくなっています。 

 准看護師養成所にいたっては、教育時間は 1,890 時間、臨地実習は 735時間に過ぎず、全く

不十分な状況です。 

 

（４） 頭打ちとなっている看護職員の養成数 

 看護職員の養成に関しては、看護大学の大幅な増加の一方で、准看護師養成は 1学年定員が

1 万 4 千人を割って、最大期からすると 3分の 1 近くまで縮小し、入学者数が 2 年課程を下回

るなど、大きく変化しています。看護大学の増加と統合カリキュラムによって、保健師資格の

取得者（看護師資格との同時取得）が大幅に増え、8千人を超えるまでになってもいます。 

 養成数については、長く増加が続いてきましたが、准看護師養成の縮小とも相まって、90代

末から若干減少しました。看護師養成については現在、入学時の学生数が 1学年 5万人程度、

看護師としての新規就業者数は年 4万人程度という状況です。 

 一方で、就業看護職員数は 90 年代初頭の 80 万人強から、現在は 130 万人強（6 割増）に増

え、年間の退職者数が 11万人程度、再就業者数が 8万人程度と、大幅に増加しています。そう
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した下でも、就業看護職員数が年間平均 3万人程度増え続けているのは、過去の養成数が少な

く定年等による退職がまだ少ないためであり、今後も現状の養成数が続けば、就業者数の増加

は早晩ストップすることになります。 

 こうした状況を総合すると、離職防止・再就業対策を抜本的に拡充するとともに、一定の養

成数の増がなければ、必要な看護職員の増員に対応できないと言うことができます。 

 厚生労働省は、少子化の進行を理由に、養成数の拡充には消極的で、「看護職員の総数は足り

ている。潜在看護職員 55万人の活用が大切」と言うに止まっています。再就業対策の充実をは

かることはもちろん重要ですが、厚生労働省が「潜在」という 55万人の根拠は脆弱であり、燃

え尽きて辞めていったとか、育児や家庭環境から看護を離れたなど、その多くが夜勤やフルタ

イムでの復帰がのぞめない人たちであることも現実です。また、看護師 3年課程の入試倍率は

若干下がりましたが、依然として 4倍を超えており、養成数の拡大は十分可能です。 

 看護職員の労働条件改善などによって離職防止と再就業対策を抜本的に強化するとともに、

看護の魅力を高めていき、必要な養成数の拡充をはかることも合わせえて実施しなければ、必

要な就業者数の確保は今後、困難になると言わざるを得ません。 

 さらに、看護大学の新設や学校法人での新たな開設の一方で、従来の養成所の閉鎖が起きて

おり、地域によっては養成施設がなくなるなどの問題も起きており、地域ごとの対策も重要に

なっています。 

 

２、私たちの基本的な視点 

（１）安全でゆきとどいた看護を実現するために教育・研修全体の向上をはかる 

 何より、患者・国民のいのちを最優先に、安全でゆきとどいた医療・看護を実現していくた

めに、看護のレベルアップと看護教育の全体的な充実をはかることが大切です。 

 厚生労働省は 2つの検討会をつくり、基礎教育の充実と卒後研修制度の具体化にしぼって検

討をすすめようとしていますが、求められている看護教育のレベルアップに応えていくために

は、それに止まらず、生涯教育制度など現任教育も含めた、看護教育全体の向上が不可欠の課

題です。そのためにも、先送りされている准看護師養成の停止・看護制度一本化の課題に早期

に決着をつけることが必要不可欠の前提条件です。 

 基礎教育の充実と卒後研修制度の具体化に関しては、相互に関連する課題であり、2 つの役

割分担を明確化し、現場実態に則して具体化をすすめることが重要です。臨地実習時間の増加

をはじめとして基礎教育の充実をはかるとともに、卒後研修の制度化をすすめていくことが必

要です。 

 

（２） 養成数を増やし、必要な人員体制の拡充を保障する 

 看護職員の不足はいっそう深刻化しており、特に夜勤・交替制に従事する看護職員の確保は

困難になっています。超過密労働の下で、離職が後を絶たない悪循環が続いています。 

 看護現場の必要な増員を保障し、安全でゆきとどいた看護を実現するために、配置基準の改
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善、離職防止・再就業対策の充実と合わせて、養成数自体を拡大し、必要な看護職員の確保を

はかっていくことが必要です。新人教育や継続教育を保障する人員体制の充実も求められてい

ます。 

 7 対 1 入院基本料の新設などによって、看護職員不足はいっそう深刻化しており、すでに昨

年末に策定された「第六次看護職員需給見通しは崩壊した」という声があがっています。看護

職員確保法・基本指針を見直し、月 8日以内夜勤の法規制など、労働条件を改善し離職を防止

するとともに、需給見通しを早期に見直し、養成数の拡大も含めた確保対策の抜本拡充をはか

ることが必要です。 

 

３、看護教育改善の私たちの基本的な要求 

（１）看護基礎教育の充実に関して 

① 看護職員の基礎教育はすべて、学校教育法第 1条に基づく高校卒業後 3年以上にあらた

め、看護基礎教育の充実、レベルアップをはかること 

 看護基礎教育の充実のためには、一定の経過措置を設けて養成所制度に終止符を打ち、学校教

育法に基づく教育制度として、その抜本的な充実をめざすべきです 

② 臨地実習の時間（単位）数を増やすことをはじめ、看護基礎教育の内容を改善・充実し、

最低限必要な基礎的臨床実践能力の習得をはかれる内容にすること 

 臨地実習時間の増が必要です。同時に、看護基礎教育が現場で働く看護職員養成、臨床実践能

力の習得が第一義的課題であることを明確化し、教育内容の改善をはかることも必要です。その

際、いたずらに高い到達目標とならないよう、卒後研修制度との役割分担も明確化して、看護職

員として最低限必要な基本的な知識、看護技術の習得をめざすものとすべきです。 

③ 基礎教育の時間（単位）数の増加については、基礎教育の内容の全体的見直しと合わせ

て、必要最小限に止めること 

 一定の教育時間の延長が必要ですが、単純に臨地実習の時間数などを増やすだけでは不十分で

す。現場で働く看護職員の養成という観点から、看護現場・スタッフの要望を十分に反映させて、

教育内容の全体的見直し・改善をおこなうとともに、卒後研修制度の具体化と合わせて、教育時

間数については必要最小限の増加とすべきです。 

④ 実習病院の確保や実習病院への専任指導者の配置の保障など、国が責任を持って臨地実

習の拡充をはかること 

 現状でも実習病院の確保は困難であり、実習先の病院・医療機関では超過密労働の下で、学生

指導に時間や人手を割くのがむずかしくなっています。臨地実習時間の拡大・内容の充実のため

には、国が財政的に責任を持って、教員や専任の実習指導者を増やすことを含め、実習に必要な

体制を確保・保障していくことが必要です。 

⑤ 看護教員については、大学も含めて臨床経験年数を再度明確化するとともに、必要な看

護実践の習得・研修の体制を整備すること 

 看護教員についても、看護学生への臨床能力の教授に必要な実践能力の習得と向上を図れるよ
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うに、教員資格取得の要件を再度明確化するとともに、看護教員に対する研修体制を強化してい

くことが必要です。 

⑥ 大学における看護師教育と保健師・助産師教育の統合カリキュラムに関しては、全体的

な教育時間数の見直しとあわせて、必要な検討をおこなうこと 

 統合カリキュラムに関しては、看護師教育との両立を保障するとともに、保健師・助産師教育

の時間が確保されるよう、今回の看護師基礎教育の充実見直しに対応して、見直しをおこなうべ

きです。 

⑦ 看護教育改善の大前提として、准看護師養成を早急に停止し、准看護師から看護師への

抜本的な移行措置を具体化するとともに、看護制度一本化を実現すること 

 看護教育の改善が課題となっている下で、准看護師養成がいまだに続いていることは不合理と

しか言いようがありません。准看護師養成を一刻も早く停止することが、看護教育改善の前提条

件です。 

 

（２）新人看護職員の卒後研修制度に関して 

① 新人看護職員の卒後研修制度を制度化し、新人看護職員が必要な看護実践能力を身につ

け、スムーズに現場になじみ、看護職員として長く働き続けられる基礎をつくれる内容と

すること 

 基礎教育の充実とあわせて、新人看護職員の卒後研修の充実が求められており、その制度化が

必要です。卒後研修制度の内容は、基礎教育との整合性をはかり具体化することが大切です。必

要な看護実践能力を身につけることができる内容とするとともに、現場になじみ看護職員として

長く働き続けられる基礎をつくるという性格を持たせることが必要です。 

 新人の夜勤入りについては、一定の研修終了後とするとか、十分なダブリ勤務期間を置くなど

の体制の整備も必要です。 

② 新人看護職員が卒後研修に専念できるよう、国が責任を持って、賃金（経済）保障など

の具体化をはかること 

 卒後研修制度を成功させるには、国が責任を持って財政保障などの具体化をはかることが不可

欠です。新人看護職員がお金の心配なく研修に専念できるよう、賃金保障を実現するとともに、

各医療機関に対しても、研修指導者の専任配置などの財政保障が必要です。 

③ 卒後研修制度の実施が看護職員不足に拍車をかける事態を起こさないために、一定の養

成数の増や職場の配置人員の改善などとあわせて具体化をすすめること 

 卒後研修が具体化された際には、研修期間中の新人看護職員と指導にあたる看護職員の数の分

だけ、現場の人員が減ることになります。卒後研修制度によって看護職員の不足に拍車がかかる

ことがないよう、確保対策と養成数の見直し・拡充が必要です。 

 

（３）生涯教育制度の確立に向けて 

① すべての看護職員を対象とした生涯教育制度を段階的に整備していくこと 

 現在はモデル事業的に現任教育事業が実施されていますが、これを全面的に改め、国の責任に
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おいて、すべての就労看護職員を対象にして一定期間ごとに現任教育を実施するよう、看護職員

の生涯教育制度を段階的に整備していくことが必要です。 

② 看護職員の免許については、免許更新制を導入しないこと 

 一部に免許更新制の導入を求める声がありますが、資格試験に合格した国家資格であり、医師

など他の医療資格においても実施されていない免許更新制を導入することは必要ありません。国

の責任において、一定期間ごとに財政保障もおこない、追加教育をおこなうという形式で具体化

をすすめるべきです。 

③ 一定期間現場を離れていた再就業希望者全員を対象として、国の責任で再教育を実施す

ること 

 再就業者の離職率の高さは深刻であり、再就業を促進するためにも、一定期間現場を離れてい

た再就業希望者に対する再教育制度を制度化すべきです。 

④ 院内研修の充実、看護の向上を実現するため、院内研修への財政保障や教育担当者の専

任配置などを保障すること 

 各医療機関における院内研修などの充実も必要です。診療報酬においても、病棟外での研修や

会議の時間は人員計算から除外されていますが、院内研修等の推進のためには、その財政的な保

障が不可欠の課題です。 

 

（４） 必要な養成数の拡充について 

① 看護現場の深刻な実態を改善し、安全でゆきとどいた看護を実現するために、必要な養

成数の拡充をはかること 

 再就業対策の充実だけでは、今日の深刻な看護職員不足を解決することはできません。配置人

員を増やし労働実態を改善するためにも、看護職員確保対策の抜本的な強化が必要です。そのた

めには、離職防止・働き続けられる職場づくりとセットで、養成数自体も増やすことが不可欠の

課題です。 

② 国と都道府県の責任において、看護学校・養成所がなくなった地域をはじめとして看護

学校の設置をすすめるなど、地域ごとに必要な看護職員を確保できるよう、看護師養成対

策を強化すること 

 地域によっては、看護学校がなくなるとか、卒業生が県外に大量に流出していることなどが大

きな問題になっています。国と都道府県が協力し、地域医療を確保するため、看護学校を再整備

することが必要です。 

 

 

以   上 
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日本医労連「看護職員の労働実態調査」(2005年)より　

　％

　％

看護現場はかつてなく過酷な労働実態

看護業務量増えたが62.7％

大幅に増えた
28.7%

若干減った
4.1%

ＮＡ
1.5%

大幅に減った
0.6%

変わらない
31.1%

若干増えた
34.0%

始業時間前の労働30分以上が33.5％（2000年22.5％）

14.4

0.8
2.6

1.2

6.6

19.4

32.0

23.1

2.2
0.90.4

2.8

25.0

37.1

18.4

13.1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

10分未満 10～20分 20～30分 30～40分 40～50分 50～60分 １時間以上 ＮＡ　

2005年 2000年

終業時間後の労働１時間以上が44.1％（2000年33.5％）

29.7

24.5

4.0

9.8

15.5

24.3

8.5

11.3

2.1

4.3
5.65.8

22.1

3.0

13.1

16.5

0

5

10

15

20

25

30

35

15分未満 15～30分 30～45分 45～60分 60～90分 90～120分 ２時間以上 ＮＡ

2005年 2000年
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     ％

   ％

％ 

年休取得は年間4.5日以下が30.9％（2000年20.8％）

26.6

6.0

25.0 24.2

10.1

7.5

0.3 0.4
1.40.9

12.1

14.8

25.8
24.2

16.7

4.1

0

5

10

15

20

25

30

０日 0.5～4.5日 5～9.5日 10～14.5日 15～19.5日 20～24.5日 25～29.5日 30日以上

2005年 2000年

十分な看護できているは8.1％

8.1

0.8 0.4

25.8

65.3

36.7

57.9

5.1

0

10

20

30

40

50

60

70

できている できていない わからない ＮＡ　

全体 24歳以下

十分な看護が提供できていない理由は人手不足と過密業務

53.9

11.8

2.8

1.9

10.6

4.5

13.9

1.0

2.6

52.0

1.3

1.0

2.9

0.4

0.7

55.7

38.6

54.1

5.3

6.4

0 10 20 30 40 50 60

人員が少なすぎる

業務が過密になっている

退職や異動で職場のメンバーがよく代わり、看護の蓄積がない

病棟単位が大きすぎる

最近の看護システムが病棟全体の患者把握を不十分にしている

新しい看護システムが次々導入され、その対応に追われる

スタッフ間の連携、意思疎通が悪い

自分の能力や技量の不足

看護が看護補助者に委ねられている

看護業務以外の「その他の業務」が多すぎる
全体

24歳以下
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％

％  

この3年間にミスやニアミスあるが86.1％

1.4 1.3

86.1

12.5
6.1

92.6

0

20

40

60

80

100

ある ない ＮＡ

全体 24歳以下

医療事故が続発している原因は職場の忙しさ

84.1

6.6

5.8

24.2

2.9

7.9

3.2

33.5

4.6

3.1

4.2

3.5

86.7

60.1

3.6

5.8

19.1

1.4

8.0

1.3

8.8

25.4

1.5

3.2

1.6

3.0

14.1

38.4

35.9

36.6

0 20 40 60 80 100

医療の現場の忙しさ

交代制勤務による疲労の蓄積

看護の知識や技術の未熟さ

医師の知識や治療技術の未熟さ

職場の人間関係

看護職と医師との連携の悪さ

医療器具の扱いにくさ

薬剤の紛らわしさ

医療施設としての欠陥

看護体制の不備

慢性的人員不足

医療従事者のモラル低下

新人教育研修のカリキュラムの不備

異動時の研修の不備

医学部や看護学校での危機管理教育の不足 全体 24歳以下
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  ％

健康不安64.7％

健康である
34.4%

健康に不安
50.0%

ＮＡ
0.9%

病気がちで健康とは
いえない
3.2%

大変不安
11.5%

慢性疲労77.6％

疲れが翌日に残るこ
とが多い
52.1%

ＮＡ
1.1%

休日でも回復せず、
いつも疲れている

25.5%

べつに疲れを感じな
い
1.0% 疲れを感じるが、次

の日までには回復し
ている
20.3%

仕事を辞めたい73.1％（2000年64.3％）

20.3

27.1

25.7

16.3

9.3

1.2

16.0

23.1

25.4

12.2

4.5

18.7

0

5

10

15

20

25

30

いつもあった しばしばあった 時々あった まれにあった なかった ＮＡ

2005年 2000年
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 ％

 

％ 

24歳以下でも辞めたい73.2％（全体73.1％）

20.3

27.1
25.7

16.3

9.3

1.2

17.5

30.4

25.3

16.7

9.3

0.8

0

5

10

15

20

25

30

35

いつもあった しばしばあった 時々あった まれにあった なかった ＮＡ

全体 24歳以下

辞めたい理由は忙しすぎるから

22.0

14.1

10.3

11.5

4.0

9.9

4.0

1.1

0.9

10.5

12.9

2.5

12.0

3.0

1.1

0.5

0.2

9.5

9.5

17.4

37.0

9.6

8.3

18.9

18.3

47.2

0 10 20 30 40 50

仕事の達成感がないから

本来の看護ができないから

医療・看護の高度化についていけないから

仕事が忙しすぎるから

夜勤がつらいから

休暇が取れないから

賃金が安いから

病気がち、健康不安だから

人間関係が楽しくないから

上司と合わないから

家族に負担をかけているから

子供がほしいから

家族の介護のため
全体 24歳以下
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％

出典；四病協調査による一般病棟の2006年4月届出状況　

出典；日本看護協会･2005年「病院における看護職員需給状況調査」(速報)　

出典；1999年については「病院看護基礎調査」、2002年については「病院看護職員需給状況
調査」（ともに日本看護協会）　なお、数字は就職年度内の新人の離職率･％

医療法人・個人 １０．１ ２１．３

学校法人・その他 １７．１ １２．０

１０．８

社会保険関係団体 ２０．０ １７．４

公　的 １０．６

国 ７．６ １２．２

自治体 ７．７ １２．２

１９９９年 ２００２年

全体平均 １２．９ １５．９

新卒看護職員の9.3％が年度内に離職

新卒採用者離職率

1,607 20,709 1,923 9.3

新入職員の6人に1人が年度内に離職

回答病院数 新規採用者数 年末までの退職者

約２割の病院が看護基準引き上げ

19.4

15.4

29.5

7.4

0

5

10

15

20

25

30

35

全体(1,413病院) 旧2対1 旧2.5対1 旧3対1
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％

出典；日本看護協会2004年新卒看護職員の早期離職等実態調査　

職場定着を困難にしている理由は

30.4

20.8

20.0

30.0

20.9

72.6

17.0

28.5

33.4

37.2

39.0

53.3

76.2

80.3

23.4

45.0

28.0

34.9

28.9

37.8

47.0

76.4

0 20 40 60 80 100

基礎教育終了時点の能力と看護現場で求める能力とのギャップ

現代の若者の精神的な未熟さや若さ

看護職員に従来より高い能力が求められるようになってきている

現場の看護職員が新卒看護職員に仕事の中で教える時間がない

交代制など不規則な勤務形態による労働負担が大きい

現代の社会･経済的状況が経済的自立の必要性を弱めている

新卒看護職員が看護の仕事の魅力を感じにくい状況がある

自分が医療事故を起こすのでないか､という不安で萎縮している

個々の看護職員を｢認める｣｢ほめる｣ことが少ない職場風土

新卒看護職員を計画的に育成する体制が整っていない

看護業務が整備されていないため新人が混乱する 病院調査

学校調査
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％

％

出典；いずれも日本看護協会2004年新卒看護職員の早期離職等実態調査・看護職員調査　

仕事を辞めたいと思った時期は？（複数回答）

34.0

40.1

47.1

33.9

15.5

49.3

0 10 20 30 40 50 60

就職してすぐ

５月頃

６月頃

９月頃

現在

考えた時期はない

仕事を続ける上での悩み･辞めたいと思った理由

69.4

67.1

52.9

49.3

42.9

31.8

31.6

26.3

25.9

24.0

24.0

58.8

57.0

55.3

76.9

21.6

9.3

6.5

3.8

5.3

9.9

7.6

9.2

15.8

5.9

7.8

16.1

6.9

18.1

14.2

0 20 40 60 80

配属部署の専門的な知識･技術が不足している

医療事故を起こさないか不安である

基本的な看護技術が身についていない

ヒヤリ･ハット(インシデント)レポートを書いた

自分の看護が患者のニーズに応えているか自信がない

仕事の優先順位がつけられない

自分は看護職に向いていないのではないかと思う

勤務時間内に仕事が終らない

自分のペースで仕事ができない

就職前に考えていた看護の仕事とギャップが大きい

与えられる課題等があって休日に休めない

受け持ち患者数が多すぎる

患者及び家族とのコミュニケーションが上手くとれない

職場の先輩に質問しづらい

職場の雰囲気になじめない
悩みとなったこと

辞めたいと思った理由
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出典；日本医労連2005年看護職員の労働実態調査　

対象；入職３年目までの新人

対象；新人教育を担当した人

％

出典；上記３つは東京医療関連協2006年｢新人さんが働き続けるために必要なこと教えてアンケート｣

新人教育で最も問題と思うこと

研修期間がきちんと取ら
れておらず、業務に入っ

ている
14.5%

担当者がきちんと決めら
れていない
4.4%

初めての夜勤時に指導担
当者がつかなかったり、
十分な研修もしないうち
に夜勤に入っている

5.5%

通常業務に精一杯で、教
育の時間が保障されてい

ない
38.1%

初めての器械操作や実践
の時、具体的な指導体制

がない
4.7%

時間外に指導しても超勤
手当てがつけられない

8.8%

その他
3.5%

ＮＡ
20.4%

十分な指導を受けたと思うか

十分だった
45.3%

よくわからな
い
29.8%

不十分だった
18.7%

ＮＡ
6.2%

十分な指導ができたと思うか

できなかった
と思う
77.3%

できたと思う
22.7%

十分な指導ができなかった理由

4.0

6.1

18.8

35.0

38.2

47.4

57.7

0 10 20 30 40 50 60 70

自分も業務をしながらなので指導どころではなかった

忙しくて振り返りの時間が持てなかった

自分自身の技術もまだまだなのに指導どころではなかった

プライベートの悩みなどを聞いてあげる時間がなかった

指導の仕方がわからなかった

新人との相性が悪かった

他の担当者の方が良さそうで任せてしまった
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％

％

出典；いずれも日本看護協会2004年新卒看護職員の早期離職等実態調査・看護職員調査　

仕事を続ける上で支えになったこと

70.2

51.1

44.3

40.9

32.0

28.3

28.1

24.3

14.6

19.7

15.1

51.8

58.8

59.1

0 20 40 60 80

同じ部署の同期の同僚と励ましあった

患者･家族から感謝された

家族や友人など職場以外の人に励ましてもらった

休みの日に趣味などでリフレッシュできた

困った時に的確にアドバイスがもらえた

違う部署の同期の同僚と励ましあった

不安な看護技術について段階を踏んで経験できた

自分の行った看護ケアが上司･先輩に認められた

プリセプターと密接な関わりを持てた

職場の先輩に業務上のことで気軽に質問できた

ヒヤリハットを起こした時に適切な指導をしてもらえた

直属の上司からメンタル面のサポートを得られた

患者のニーズに適切に対応したケアができた

出身校の教員に話を聞いてもらった

もっと受けたかった教育･研修

65.3

49.7

27.1

21.5

19.8

18.5

11.5

10.0

6.9

57.1

0 20 40 60 80

薬に関する知識教育

配属先に専門的に必要とされる技術等

注射など医行為の実技教育

療養上の世話の看護技術

給与や税金､社会保険等の仕組みについて

社会人としてのマナー等

医療安全に関する研修

コミュニケーション技術

学生時代の夏休み等を利用しての職場体験見学

看護職としてのキャリア形成に関する情報
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 計5,077時間

計3,375時間 

　計3,000時間 計2,895時間

計1,890時間    

       時間

150
310

690

3,927

390

330

885

1,770

360

510

1,095

1,035

360

510

990

1,035

105
385

665

735

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

1951年指定規則制定 1967年改正 1989年改正 1996年改正 准看護師課程

看護師3年課程の教育時間の推移、准看護師課程の教育時間

基礎分野 専門基礎分野 専門分野(講義･演習) 専門分野(臨地実習)
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 計1,770時間

    計1,035時間  計1,035時間

計735時間  

注）准看護師課程の「成人看護学」は老年看護学を含んだ時間数

     時間

210

1,170

180

210

135

630

135

135

135

360

180

90

90

90

90

210

385

70

70

0

200
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1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

1967年改正 1989年改正 1996年改正 准看護師課程

看護師３年課程の実習時間の推移、准看護師課程の実習時間

精神看護学

在宅看護学

母性看護学

小児看護学

老年看護学(老人看護学)

成人看護学

基礎看護学(看護学総論)

-19-



％

出典；いずれも｢看護基礎教育の充実に関する研究｣の学校調査(平成16年度厚生労働科学特別研究事業､主任研究員･小山眞理子)

指定規則の時間数･単位数についての学校の認識

9.2

18.0

39.8

22.6

26.8

26.4

60.5

47.9

26.8

7.7

7.3

6.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

基礎分野

専門基礎分野

専門分野

時間数が足りない 十分な時間ではないがやむをえない ほぼ適切であると思う 無回答

指定規則の教育内容についての学校の認識

24.5

25.7

50.6

69.0

65.9

42.5

6.5

8.4

6.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

基礎分野

専門基礎分野

専門分野

学習内容を追加あるいは再検討する必要がある ほぼ適切であると思う 無回答

臨地実習で困っていること､問題点

28.5

58.1

13.4

22.5

63.4

0

10

20

30

40

50

60

70

実習指導体制について 実習場の確保について 実習時間数について その他 無回答
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件

件

出典；いずれも｢看護基礎教育の充実に関する研究｣の学校調査(平成16年度厚生労働科学特別研究事業､主任研究員･小山眞理子)

指導体制で困っている内容ベスト10（自由記載より）

61

25

21

16

15

13

10

10

8

8

0 10 20 30 40 50 60 70

専任の指導者が少ないため､十分な指導ができない

教員が講義と重なり､負担が大きい

教員が少ない

指導者の勤務調整がされていないため､指導が一貫してない

臨床指導者が少ないために､指導が不十分

勤務状況による指導者への負担が大きい

実習指導者の指導能力が不十分である

実習場､実習環境の不足

教員数を法的に増員してほしい

専門の教員がいないために指導が不十分

実習場確保で困っている内容ベスト10（自由記載より）

85

51

34

11

6

6

79

8

9

18

18

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

小児の実習は難しい

母性の実習は難しい

在宅実習は難しい

複数校の実習により調整が必要

成人実習の患者が少ない･成人急性期の実習が難しい

精神の実習場確保が難しい

実習場が遠距離である

施設確保に苦労する

老年看護実習の場が不足

男子学生の実習受け入れが困難

病院の変化(医療保険の圧力)在院日数の短縮に伴う問題
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％

出典；いずれも｢看護基礎教育の充実に関する研究｣の病院調査(平成16年度厚生労働科学特別研究事業､主任研究員･小山眞理子)

臨地実習病院の指導体制

業務と兼任でいる
60.0%

専任または業務と兼任で
いる
20.0%

専任でいる
13.3%

その他
2.2%

特定指導者は配置せず全
スタッフで指導

4.4%

臨地実習病院の指導体制についての認識

無回答
1.2%

十分である
14.0%

不十分である
53.5%

やや不十分である
31.4%

臨地実習の時間数･内容についての認識

23.3

26.7

34.9

15.1

23.3

46.5

10.5

18.6

0

10

20

30

40

50

十分である どちらでもない 不十分である わからない

時間数 内容
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注)｢臨地実習で見学した」｢学内演習で実施した｣については省略　

臨地実習で実施した・上位40項目 ％ 講義のみ・上位40項目 ％

１ 車椅子移送 97.2 除細動 61.5

２ 患者の状態に合わせた足浴･手浴 96.6 止血法 54.8

３ バイタルサインの測定 95.8 針刺し事故後の感染防止 53.9

４ 歩行･移動介助 95.5 輸血前･中･後の観察 45.0

５ 乳幼児の沐浴 95.3 薬剤等の管理(毒薬･劇薬･血液製剤を含む) 44.4

６ 入浴の介助 95.1 急変時の気道確保 42.0

７ 患者にとって快適で安全な病床環境をつくる 95.1 ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄ･ｱｸｼﾃﾞﾝﾄ発生時の速やかな報告 42.0

８ 臥床患者の清拭 95.0 麻薬を投与されている患者の観察 39.8

９ 基本的なベッドメーキング 95.0 低圧胸腔内持続吸引中の患者の観察 38.3

10 陰部の清潔保持 93.3 閉鎖式心マッサージ 36.8

11 ﾊﾞｲﾀﾙｻｲﾝ･身体測定ﾃﾞｰﾀ･症状などからの患者の状態のｱｾｽﾒﾝﾄ 92.8 検査の目的に合わせた血液検体の取り扱い 34.4

12 患者が身だしなみを整えるための援助 92.7 ストーマ造設部の管理､パウチ交換 33.1

13 輸液ラインが入っていない臥床患者の寝衣交換 92.2 直腸内与薬の投与前後の観察 32.2

14 臥床患者の体位交換 92.2 直腸内与薬 32.1

15 おむつ交換 92.2 体位ドレナージ 32.0

16 ベッドから車椅子への移乗 91.8 人工呼吸 31.2

17 患者の食事摂取状況(食行動･摂取方法･摂取量)のアセスメント 91.7 検査目的に合わせた尿検体の取り扱い 30.6

18 臥床患者のリネン交換 90.7 入眠を促す援助 30.2

19 患者の状態に合わせた温罨法･冷罨法 90.3 インシュリン製剤を投与されている患者の観察 29.0

20 患者の栄養状態のアセスメント 89.9 人工呼吸器装着中の患者の観察 28.7

21 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾌﾟﾘｺｰｼｮﾝ(標準予防策)に基づく手洗い 88.9 インシュリン製剤の投与 27.4

22 口腔ケア 88.9 放射線暴露の防止 27.2

23 末梢循環を促進する援助(部分浴･罨法･ﾏｯｻｰｼﾞ) 88.2 洗浄･消毒･滅菌の方法の選択 26.9

24 患者の状態に合わせた食事介助 88.0 身体浸襲を伴う検査(内視鏡､穿刺など)の介助 23.6

25 電解質データのアセスメント 86.2 身体浸襲を伴う検査後の安静保持の援助 23.1

26 輸血ライン等が入っている臥床患者の寝衣交換 85.8 皮下注射 22.8

27 患者の状態や行動特性に合わせた転倒･転落･外傷予防 84.3 身体浸襲を伴う検査前･中･後の患者の観察 20.9

28 安楽を促進するためのケア 84.2 失禁をしている患者のケア 20.4

29 系統的な症状の観察 83.5 意識状態の観察 19.8

30 点滴静脈内注射をうけている患者の観察 80.5 抗生物質を投与されている患者の観察 19.0

31 患者の創傷の観察 80.2 摘便 18.7

32 ストレッチャーでの移送 79.5 筋肉内注射 18.5

33 身体計測 78.5 中心静脈栄養をうけている患者の観察 17.6

34 自然な排便を促すための援助 78.0 体動制限による苦痛の緩和 17.5

35 入眠･睡眠を意識した日中の活動の援助 77.7 静脈内注射 17.4

36 患者の精神的安寧を保つための工夫 77.3 正確な検査が行えるための患者の準備 17.4

37 臥床患者の洗髪 77.2 経皮･外用薬の投与前後の観察 16.7

38 患者の自覚症状に配慮しながらの体温調節 74.5 自然な排尿を促すための援助 16.1

39 褥瘡予防のためのケア 74.4 針刺し事故防止 16.0

40 ベッドからストレッチャーへの移乗 73.6 経皮･外用薬の与薬 15.3

出典；｢看護基礎における看護技術教育の充実に関する研究｣(平成17年度厚生労働科学特別研究事業､主任研究員･小山眞理子)

卒業直前の看護学生の看護技術の学習経験
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注)｢少しの援助でできる」｢かなりの援助があればできる｣については省略　

ひとりでできる・上位40項目 ％ できない・上位40項目 ％

１ 基本的なベッドメーキング 88.0 除細動 50.3

２ バイタルサインの測定 86.9 摘便 35.6

３ 車椅子移送 86.8 点滴静脈内注射 34.7

４ 患者にとって快適で安全な病床環境をつくる 79.1 導尿または膀胱留置カテーテルの挿入 34.1

５ 患者が身だしなみを整えるための援助 76.8 ストーマ造設部の管理､パウチ交換 33.7

６ 患者の状態に合わせた足浴･手浴 75.5 筋肉内注射 33.6

７ 歩行･移動介助 71.8 静脈内注射 33.4

８ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾌﾟﾘｺｰｼｮﾝ(標準予防策)に基づく手洗い 70.7 低圧胸腔内持続吸引中の患者の観察 32.9

９ 輸血ラインが入っていない臥床患者の寝衣交換 70.4 皮下注射 32.6

10 身体計測 65.3 急変時の気道確保 32.2

11 陰部の清潔保持 64.2 閉鎖式心マッサージ 28.5

12 口腔ケア 63.8 薬剤等の管理(毒薬･劇薬･血液製剤を含む) 28.4

13 臥床患者の清拭 60.5 気管内吸引 27.5

14 患者の状態に合わせた温罨法･冷罨法 59.0 経鼻胃チューブの挿入･確認 25.3

15 末梢循環を促進する援助(部分浴･罨法･ﾏｯｻｰｼﾞ) 55.5 麻薬を投与されている患者の観察 25.3

16 臥床患者の体位交換 55.3 止血法 25.2

17 おむつ交換 52.9 輸血前･中･後の観察 24.7

18 ベッドから車椅子への移乗 52.3 インシュリン製剤の投与 23.5

19 臥床患者のリネン交換 50.4 人工呼吸 23.3

20 入眠･睡眠を意識した日中の活動の援助 50.4 検査の目的に合わせた血液検体の取り扱い 22.9

21 乳幼児の沐浴 48.9 人工呼吸器装着中の患者の観察 22.4

22 患者の状態に合わせた食事介助 48.1 身体浸襲を伴う検査(内視鏡､穿刺など)の介助 22.0

23 自然な排便を促すための援助 47.1 輸液ポンプの操作 21.2

24 臥床患者の洗髪 45.7 静脈内採血 19.5

25 患者の自覚症状に配慮しながらの体温調節 44.2 グリセリン浣腸 19.1

26 防護用具(手袋･ゴーグル･ガウン等)の装着 43.5 直腸内与薬 18.9

27 患者の食事摂取状況(食行動･摂取方法･摂取量)のアセスメント 42.8 気道内加湿 16.9

28 安楽を促進するためのケア 42.3 口腔内･鼻腔内吸引 16.2

29 ポータブルトイレでの排泄援助 41.1 体位ドレナージ 16.2

30 入眠を促す援助 39.4 患者への経鼻胃チューブからの流動食の注入 16.1

31 患者を誤認しないための防止策 38.9 検査目的に合わせた尿検体の取り扱い 15.7

32 ストレッチャーでの移送 38.8 酸素ボンベの操作 15.3

33 針刺し事故防止 38.3 基本的な包帯法 15.0

34 入浴の介助 38.0 直腸内与薬の投与前後の観察 12.9

35 系統的な症状の観察 38.0 身体浸襲を伴う検査後の安静保持の援助 12.0

36 感染性廃棄物の取り扱い 37.7 抗生物質を投与されている患者の観察 11.0

37 ﾊﾞｲﾀﾙｻｲﾝ･身体測定ﾃﾞｰﾀ･症状などからの患者の状態のｱｾｽﾒﾝﾄ 36.5 インシュリン製剤を投与されている患者の観察 10.7

38 自然な排尿を促すための援助 35.6 洗浄･消毒･滅菌の方法の選択 10.5

39 輸血ラインが入っている臥床患者の寝衣交換 34.6 酸素吸入療法 10.1

40 簡易血糖測定 34.5 針刺し事故後の感染防止 10.1

出典；｢看護基礎における看護技術教育の充実に関する研究｣(平成17年度厚生労働科学特別研究事業､主任研究員･小山眞理子)

卒業直前の看護学生の技術習得度の自己評価
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人　
看護職員養成数（１学年定員）の年次推移
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人　
看護職員養成数（入学者数）の年次推移

看護師
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人

注）この表の看護師には保健師･助産師を含む。ただし、89年までは病院勤務の保健師数の統計データがないため、｢病院看護師｣は89年までは看護師＋助産師となっている

就 業 看 護 職 員 数 の 年 次 推 移

就業者数

1,292,593

1,165,319

990,582

834,190

697,690

564,177

440,552

349,251

病院就業者数

811,538767,807

702,055

602,190

495,903

391,872

292,120

228,706

看護師

869,297

746,967

590,102

472,153

386,599

306,958

232,140

184,787

病院看護師

608,604

544,174

457,766

369,475

295,428

223,486

155,302

114,383
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注１）養成力は､学校養成所の入学者数を基礎に算出した｡ただし､准看護師学校の卒業生の多くが２年課程に進学するので、その進学状況等も織り込んで計算した　

注２）｢看護職員全体の養成力｣は准看護師養成数の減の影響で減少した。看護師養成数は、２年課程の養成数が減少した影響もあり、この10年ほぼ横ばいとなっている

注３）「看護職員全体の養成力｣が減少したにもかかわらず、就業者数が依然として伸び続けているのは、過去の養成力の伸びの影響。今後は看護師養成数が大きく伸びていった時期に学生
だった看護職員が退職年齢に達していくなど、加齢による離職が増えるため、就業者数の伸びを抑制することになる

就業者数と１学年定員で見た養成力の伸び率の年次推移（1980年を100とした場合の伸び率）
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合格者数 合格率

注）合格率の関係で、合格者数の変動も大きい。なお、現状の養成数では合格率約92％で、4万5千人程度の合格者（進学等も考慮すると新規就業者は４万人弱）が見込まれる

看護師国家試験の合格者数と合格率の年次推移
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競争率

注）93年に統計方法が変更になったため、「3年課程全体」の93年のみは推計値となっている

看護学校養成所の入学試験の競争率の年次推移
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